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月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等
所管局部課

等

1 R2.3.25 R2.4.8
平成18年３月７日付17総総総第2322号「総務局総務部
総務課における保有個人情報の安全管理基準」 5 1

総務部総務
課

2 R2.3.25 R2.4.8

＊本通知書の対象は、ご請求の内容のうち、下線部分に該
当いたします。
なお、・　１（２）については、平成24年に実績がある
が、保存期間満了により廃棄済みであり、存在しません。
　　　・　２の（イ）及び(ロ)については、作成及び取得
していないため、存在しません。
　貴部局において、公文書を第三者に誤送する事故が発生
した場合。
１　生活文化局に、個人情報の漏洩事故の報告書等公文書
を作成・交付するのか？
（２） 右　“事実”がある場合、過去10ケ年の当該文書
を作成した証明となるすべての証拠とは？
（３）個人情報の漏洩“事故”を規定する公文書とは？
２　生活文化局〇〇は、被害者の個人情報の漏洩について
マスコミに出す意味を問うた際、「東京都の事務手続にお
いて、不正な事故が発生しました、と言うことを「世間に
公表することによって、自らを罪する。」と言う意味あい
もございますし、これからの「再発防止」と言う意味を含
めてこういった“事実”が起こったと言うことを広く知ら
せる」旨、述べています。
（2019年7月22日①生活文化局、京王プラザ音声記録）
以上、１、２の“事実”を証明する組織共同文書（公文
書）において
　（１）貴部局において、個人情報の漏洩事故によって
　  （イ）世間に公表することによって、自らを罪する
“事実”が発生して、これを証明する“証拠”文書等
　  （ロ）同「再発防止」と言う観点から、その対策とし
て職員に作成・交付した注意書等（具体的実行策等）
以上、１、２の“事実”を証明する組織共同文書（公文
書）を開示下さい。以上

1 請求内容に係る対象公文書については、作成及び取得していないため
総務部総務

課

3 R2.3.25 R2.4.8
平成18年３月７日付17総総総第2322号「総務局総務部
総務課における保有個人情報の安全管理基準」 5 1

総務部総務
課

4 R2.3.27 R2.4.10

31総人権人第663号の却下理由「平成7年12月20日付けの外
務省告示第674号の内容をもとに記載」とあるが、平成7年
12月20日外務省告示第675号は留意とあり、不整合は明白
であるが、人事部人事課服務班及び人材育成班並びに調査
課において正当であると判断したものを求める。

1 「31総人権人第663号」は、人事部人事課服務班では所管しておらず、存在しない。
人事部人事

課

5 R2.3.27 R2.4.10

31総人権人第663号の却下理由「平成7年12月20日付けの外
務省告示第674号の内容をもとに記載」とあるが、平成7年
12月20日外務省告示第675号は留意とあり、不整合は明白
であるが、人事部人事課服務班及び人材育成班並びに調査
課において正当であると判断したものを求める。

1 「31総人権人第663号」は、人事部人事課人材育成班では所管しておらず、存在しない。
人事部人事

課
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6 R2.3.27 R2.4.10

31総人権人第663号の却下理由「平成7年12月20日付けの外
務省告示第674号の内容をもとに記載」とあるが、平成7年
12月20日外務省告示第675号は留意とあり、不整合は明白
であるが、人事部人事課服務班及び人材育成班並びに調査
課において正当であると判断したものを求める。

1 「31総人権人第663号」は、人事部調査課では所管しておらず、存在しない。
人事部調査

課

7 R2.3.30 R2.4.10

別添の証拠物件：31総人人第2039号、2037号、31総人調第
80号の不整合。（福保）保護課職員←「31福保生保第1183
号（令和元年12月12日）」件：中野区指導。（生文）NPO
法人担当職員←「31教指管998号（令和元年11月29日）」
件」：不登校の取り組み文科省。（総務）人権施画推進課
職員「みんなの人権」交付。←「発達障害者支援ハンド
ブック2015」WHO基準「IDC-10」厚労省。「人権教育のた
めの国連10年」に関する国内行動計画H9.7/4日本政府。※
「みんなの人権（冊子）」34頁明治有。※令和元年3/27
人事部請求書。以上より、人事部の物証との不整合明白だ
が、局長・部長・課長級の人事権有した東京都組織規程上
「服務規律」認めたものを求める。※人事部政策の法的根
拠（当職正当性が分かるもの）決定せよ。

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しない。
人事部人事

課

8 R2.4.1 R2.4.15

（１）昭和37年に地方公務員等共済組合法が施行された
際、教育委員会事務局の行政職員は、地方公務員等共済組
合法第３条第２項に規定する公立学校共済組合ではなく、
地方公務員等共済組合法第３条第４項に規定する都職員共
済組合に加入することになった経緯及び加入することに
なったことが分かる文書の全て。

（２）教育委員会事務局の行政職員のうち管理職員が、地
方公務員等共済組合法第３条第４項に規定する都職員共済
組合から地方公務員等共済組合法第３条第２項に規定する
公立学校共済組合へ加入先を変更することになった経緯及
び加入変更することになったことが分かる文書の全て。

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため。
人事部制度
企画課

9 R2.4.1 R2.4.10

令和元年度三原林道改良工事（設計変更後）
（１）変更工事総括書
（２）変更種別内訳書
（３）代価明細表
（４）経費計算書

13 1
八丈支庁産

業課

10 R2.4.1 R2.4.10

令和元年度　富士環状林道改良工事（設計変更後）
（１）変更工事総括書
（２）変更種別内訳書
（３）代価明細表
（４）経費計算書

10 1
八丈支庁産

業課

11 R2.4.1 R2.4.14

令和２年度林道維持管理工事（単価契約）
（１）工事総括書
（２）種別内訳書（諸経費計算を含む。）
（３）代価明細表

157 1
八丈支庁産

業課


